
2割 1, 576 44 48 102 1, 770 1, 680 1, 668 390

3割 2, 364 66 72 153 2, 655 1, 680 1, 668 390

2割 1, 726 44 48 102 1, 920 1, 680 1, 668 390

3割 2, 589 66 72 153 2, 880 1, 680 1, 668 390

2割 1, 856 44 48 102 2, 050 1, 680 1, 668 390

3割 2, 784 66 72 153 3, 075 1, 680 1, 668 390

2割 1, 970 44 48 102 2, 164 1, 680 1, 668 390

3割 2, 955 66 72 153 3, 246 1, 680 1, 668 390

2割 2, 080 44 48 102 2, 274 1, 680 1, 668 390

3割 3, 120 66 72 153 3, 411 1, 680 1, 668 390

2割 1, 742 44 48 102 1, 936 1, 680 477 0

3割 2, 613 66 72 153 2, 904 1, 680 477 0

2割 1, 894 44 48 102 2, 088 1, 680 477 0

3割 2, 841 66 72 153 3, 132 1, 680 477 0

2割 2, 028 44 48 102 2, 222 1, 680 477 0

3割 3, 042 66 72 153 3, 333 1, 680 477 0

2割 2, 144 44 48 102 2, 338 1, 680 477 0

3割 3, 216 66 72 153 3, 507 1, 680 477 0

2割 2, 250 44 48 102 2, 444 1, 680 477 0

3割 3, 375 66 72 153 3, 666 1, 680 477 0

※

※

※

※ 介護保険の改正等によ り 、 利用料金を 改正さ せていただく こ と があり ます。

※ 利用料金やサービ ス内容については、 当施設支援相談員までお気軽にお問合せく ださ い。

ケア・ ガーデン青森　 ご利用料金表（ 長期入所/在宅超強化型） ２ 割･３ 割

令和6年6月1日現在

【 介護保険施設サービ ス費Ⅰ－ⅱ： 従来型個室】 単位： 円

介護度

負担 介護保険対象内負担額 介護保険対象外負担額( B) ご利用料金概算( A+B)

段階 割合 基本単位
サービ ス提
供体制強化
加算( Ⅰ）

夜勤職員配
置加算

在宅復帰･在
宅療養支援機
能加算( Ⅱ)

合計( A) 食費 居住費 特別室料 日額
1ヶ 月( 30日)

合計金額

要介護
1

第4段
階

5, 508 165, 240

6, 393 191, 790

要介護
２

第4段
階

5, 658 169, 740

6, 618 198, 540

要介護
３

第4段
階

5, 788 173, 640

6, 813 204, 390

要介護
４

第4段
階

5, 902 177, 060

6, 984 209, 520

要介護
5

第4段
階

6, 012 180, 360

7, 149 214, 470

【 介護保険施設サービ ス費Ⅰ－ⅳ： 多床室（ 三・ 四人部屋） 】 単位： 円

介護度

負担 介護保険対象内負担額 介護保険対象外負担額( B) ご利用料金概算( A+B)

居住費 特別室料 日額
1ヶ 月( 30日)

段階 割合 基本単位
サービ ス提
供体制強化
加算( Ⅰ)

夜勤職員配
置加算

在宅復帰･在
宅療養支援機
能加算( Ⅱ)

合計( A) 食費
合計金額

要介護
1

第4段
階

4, 093 122, 790

5, 061 151, 830

要介護
２

第4段
階

4, 245 127, 350

5, 289 158, 670

要介護
3

第4段
階

4, 379 131, 370

5, 490 164, 700

要介護
４

第4段
階

4, 495 134, 850

5, 664 169, 920

要介護
5

第4段
階

4, 601 138, 030

5, 823 174, 690

利用負担第1段階の方の利用料金は、 その方によ っ て異なり ます。

経管栄養の方の食費については、 提供回数に関わら ず１ 日分の食費での請求と なり ます。

利用者負担段階の申請は、 ご本人、 またはご家族様が行っ てく ださ い。



1割

入所後30日間 30円/日

若年性認知症入所者受入加算

療養食加算

介護職員等処遇改善加算（ Ⅰ）

全員
対象 初期加算( Ⅱ) 　 現行 60円/日 90円/日

その他の介護保健施設サービ ス費
負担割合

2割 3割

初期加算( Ⅰ)
急性期医療を担う 医療機関の一般病床への入院後30日以
内に退院し 、 老健に入所し た場合。 入所後30日間につい
て加算する。

60円/日 120円/日 180円/日

所定単価より 算定し た単位数の合計 所定単価×0. 075/月

リハビ
リ関係

短期集中リ ハビリ テーショ ン実
施加算( Ⅰ)

入所後3ヶ 月以内に集中的に実施。 かつ、 原則と し て入所
時及び１ 月に１ 回以上Ａ Ｄ Ｌ 等の評価を行う と と も に、
その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し 、 必要に応
じ てリ ハビリ テーショ ン計画を見直し ているこ と 。

258円/日 516円/日 774円/日

短期集中リ ハビリ テーショ ン実
施加算( Ⅱ) 　 　 現行

入所者に対し て、 医師等が、 その入所の日から 起算し て
３ 月以内の期間に集中的にリ ハビリ テーショ ンを行っ て
いるこ と 。

200円/日 400円/日 600円/日

認知症短期集中リ ハビリ テー
ショ ン実施加算( Ⅰ)

①リ ハビリ テーショ ンを担当する理学療法士、 作業療法
士又は言語聴覚士が適切に配置さ れているこ と 。
②リ ハビリ テーショ ンを行う に当たり 、 入所者数が、 理
学療法士、 作業療法士又は言語聴覚士の数に対し て適
切なも のであるこ と 。
③入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪
問し 、 当該訪問により 把握し た生活環境を踏まえたリ
ハビリ テーショ ン計画を作成し ているこ と 。

240円/日 480円/日 720円/日

認知症短期集中リ ハビリ テー
ショ ン実施加算( Ⅱ) 　 現行

リ ハビリ により 生活機能改善が見込まれると 医師が判断
し た認知症利用者に対し 、 入所後３ 月以内、 １ 週に３ 日
を限度と し てリ ハビリ を実施し た場合。

120円/日 240円/日 360円/日

リ ハビリ テーショ ンマネジメ ン
ト 計画書情報加算（ Ⅰ）

①口腔衛生管理加算（ Ⅱ） 及び栄養マネジメ ン ト 強化加算
を 算定し ている こ と 。
②リ ハビ リ テーショ ン 実施計画等の内容について、 リ ハビ
リ テーショ ン ・ 機能訓練、 口腔、 栄養の情報を 関係職種の
間で一体的に共有する こ と 。 その際、 必要に応じ てLI FEに
提出し た情報を 活用し ている こ と 。
③共有し た情報を 踏まえ、 リ ハビ リ テーショ ン 計画または
個別機能訓練計画について必要な見直し を 行い、 見直し の
内容について関係職種に対し 共有し ている こ と 。

53円/月 106円/月 159円/月

（ 利用開始から 7日間を 限度）

リ ハビリ テーショ ンマネジメ ン
ト 計画書情報加算（ Ⅱ）

医師、 理学療法士、 作業療法士等が協働し 計画書を 入所者
又は家族に説明し 、 継続的にリ ハビ リ テーショ ン の質を 管
理、 情報を 厚労省に提出し 、 情報を 活用し ている 場合

33円/月 66円/月 99円/月

若年性認知症利用者に対し 、 個別の担当者を定めてケア
を実施し た場合

120円/日 240円/日 241円/日

栄養マネジメ ント 強化加算
入所者ごと の継続的な栄養管理を強化し 、 実施し ている
場合

11円/日 22円/日 33円/日

認知症行動・ 心理症状緊急対応加算 認知症行動・ 心理症状により 在宅生活が困難であり 、 緊
急に入所が必要と 医師が判断し た者

200円/日 400円/日 401円/日

医師の指示箋に基づいた食事の提供
6円/回 12円/回 18円/回

（ 1日3回を限度） （ 糖尿病・ 心臓疾患・ 脂質異常等）

経口移行加算 経管栄養から 経口摂取へ移行する計画を作成し 、 栄養管
理及び経口移行への支援を行っ た場合

28円/日 56円/日 84円/日
（ 計画作成日から 180日以内）

経口維持加算Ⅰ 摂食・ 嚥下障害がある入所者に対し 、 多職種共同で計画
を作成し 計画の作成や栄養管理を行っ た場合

400円/月 800円/月 1, 200円/月

経口維持加算Ⅱ 協力歯科医療機関を定め、 経口維持加算( Ⅰ) を算定し て
いる場合であっ て、 入所者の経口による継続的な食事の
観察及び会議等に医師、 歯科医師、 歯科衛生士又は言語
聴覚士のいずれか1名以上が参加し ている場合

100円/月 200円/月 300円/月

再入所時栄養連携加算 医療機関に入院後、 入所時と 異なる 栄養管理が必要と な
り 、 管理栄養士が連携の上、 再入所の計画作成を 行っ た場
合

200円/回 400円/回 600円/回
（ 入所中1回を限度）

栄養
関係

認知症
関係



1割

入退所前連携加算( Ⅰ)

入退所前連携加算( Ⅱ）

訪問看護指示加算

タ ーミ ナルケア加算 72円/日

160円/日

910円/日

1, 900円/日

緊急時治療管理加算

所定疾患施設療養費( Ⅰ)

所定疾患施設療養費( Ⅱ)

医療
関係

入所時
関係

入所前後訪問指導加算( Ⅰ) 入所予定前30日以内又は入所後7日以内に居宅を訪問し 、
450円/回 900円/回 1, 350円/回

（ 入所中1回を限度） ( Ⅰ) ： 退所を目的と し た施設サービス計画の策定及び
　 　 　 診療方針の決定を行う

入所前後訪問指導加算( Ⅱ)
480円/回 960円/回 1, 440円/回( Ⅱ) ： 生活機能の具体的な目標を定めると 共に、 退所

　 　 　 後の生活に係る支援計画を策定（ 入所中1回を限度）

退所時
関係

試行的退所時指導加算
試行的な退所時に、 利用者・ ご家族に対し 、 退所後の療
養上の指導を実施し た場合

400円/回 800円/回 1, 200円/回

退所時情報提供加算（ Ⅰ）
【 入所者が居宅へ退所し た場合】 退所後の主治医に対し
て入所者を紹介する場合、 入所者の同意を得て、 当該入
所者の診療情報、 心身の状況、 生活歴等を示す情報を提
供し た場合

500円/回 1, 000円/回 1, 500円/回

（ 入所中1回を限度）

退所時情報提供加算（ Ⅱ）
【 入所者等が医療機関へ退所し た場合】 退所後の医療機
関に対し て入所者等を紹介する際、 入所者等の同意を得
て、 当該入所者等の心身の状況、 生活歴等を示す情報を
提供し た場合

250円/回 500円/回 750円/回

（ 入所中1回を限度）

( イ ） 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、
　 　 居宅介護支援事業者と 入所前から 連携し 、 情報共有
    退所後の居宅サービス等利用方針を定めた場合

600円/回 1, 200円/回 1, 800円/回( ロ） 入所期間が1月を超え、 入所者が退所し 、 居宅介護
　 　 支援事業者に対し 居宅サービスに必要な情報を提供
　 　 し 、 かつ、 連携し て居宅サービス等の利用調整等を
　 　 行っ た場合

( ロ） の要件をみたし た場合 400円/回 800円/回 1, 200円/回
（ 入所中1回を限度）

退所時に、 入所者が選定する訪問看護ステーショ ンに対
し 、 医師が訪問看護指示書を交付し た場合。

300円/回 600円/回 900円/回

・ 医師が一般的に認めら れている 医学
的知見に基づき 回復の見込みがないと
診断し たも のである こ と 。
・ 入所者又はその家族等の同意を 得て
入所者のタ ーミ ナルケアに係る 計画が
作成さ れ、 多職種共同し て本人又はそ
の家族へ随時の説明を 行い、 同意を 得
て行われている こ と 。

死亡日以前31～45日 144円/日 216円/日

死亡日以前4～30日 320円/日 480円/日

死亡日前日及び前々日 1, 820円/日 2, 730円/日

死亡日 3, 800円/日 5, 700円/日

病状が重篤と なり 、 救命救急医療が必要と なる場合にお
いて、 緊急的な治療管理と し ての投薬、 検査、 注射、 処
置等を行っ た場合

518円/日 1, 036円/日 1, 554円/日
1月に1回、 連続する 3日を 限度）

肺炎・ 尿路感染症・ 帯状疱疹・ 蜂窩織炎・ 慢性心不全の
増悪について診断し 、 投薬、 検査、 注射、 処置等を行っ
た場合

239円/日 478円/日 717円/日
（ 1月に1回、 連続する 7日まで）

( Ⅰ) に加え、 感染症対策に関する研修を受講し ている医
師が診断し 、 処置等を行っ た場合

480円/日 960円/日 1, 440円/日
（ 1月に1回、 連続する 10日まで）

かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅰ） イ

【 入所前の主治医と 連携し て薬剤を 評価・ 調整し た場合】
① 医師等が高齢者の薬物療法に関する 研修を 受講する こ
と 。
② 入所後１ 月以内に、 状況に応じ て入所者の処方の内容を
変更する 可能性がある こ と について主治医に説明し 、 合意
し ている こ と 。
③ 入所前に当該入所者に６ 種類以上の内服薬が処方さ れて
おり 、 施設の医師と 入所者の主治医が共同し 、 入所中に当
該処方の内容を 総合的に評価及び調整し 、 かつ、 療養上必
要な指導を 行う こ と 。
④ 入所中に当該入所者の処方の内容に変更があっ た場合は
医師、 薬剤師、 看護師等の関係職種間で情報共有を 行い、
変更後の入所者の状態等について、 多職種で確認を 行う こ
と 。
⑤ 入所時と 退所時の処方の内容に変更がある 場合は変更の
経緯、 変更後の入所者の状態等について、 退所時又は退所
後１ 月以内に当該入所者の主治医に情報提供を 行い、 診療
録に記載し ている こ と 。

140円/回 280円/回 420円/回

（ 退所時に１ 回を 限度）

その他の介護保健施設サービ ス費
負担割合

2割 3割



1割

褥瘡マネジメ ント 加算( Ⅰ)

褥瘡マネジメ ント 加算( Ⅱ)

排せつ支援加算( Ⅰ)

排せつ支援加算( Ⅱ) ( Ⅲ) 15円/月

20円/月

科学的介護推進体制加算（ Ⅰ）
40円/月

科学的介護推進体制加算（ Ⅱ）
60円/月

口腔衛生管理加算（ Ⅱ）

110円/月

30円/月

医療
関係

10円/月 20円/月

その他の介護保健施設サービ ス費
負担割合

2割 3割

かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅰ） ロ ( Ⅰ） イ の要件①④⑤に掲げる 基準に適合し 、 入所前に６ 種
類以上の内服薬が処方さ れていた入所者について、 施設に
おいて、 入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を 行
い、 かつ、 療養上必要な指導を 行っ た場合。

70円/回 140円/回 210円/回
（ 退所時に１ 回を 限度）

かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅱ） ( Ⅰ) イ 又はロ を 算定し 、 情報を 厚労省に提出、 活用し てい
る 場合

240円/回 480円/回 720円/回
（ 退所時に１ 回を 限度）

かかり つけ医連携薬剤調整加算（ Ⅱ）
( Ⅱ) に加え、 減薬に至っ た場合 100円/回 200円/回 300円/回

（ 退所時に１ 回を 限度）

協力医療機関連携加算（ 1）
相談・ 診療を 行う 体制を 常時確保し 、 緊急時に入院を 受け
入れる 体制を 確保し ている 医療機関と 連携し ている 場合
（ 協力医療機関と の間で、 入所者等の同意を 得て、 当該入
所者等の病歴等の情報を 共有する 会議を 定期的に開催し て
いる こ と ）

100円/月
（ R7. 3/31

迄）

200円/月
（ R7. 3/31

迄）

300円/月
（ R7. 3/31

迄）

50円/月
( R7. 4/1以

降）

100円/月
( R7. 4/1以

降）

150円/月
( R7. 4/1以

降）

協力医療機関連携加算（ 2）
それ以外の場合 5円/月 10円/月 15円/月

高齢者施設等感染対策向上加算( Ⅰ) 感染者の対応を 行う 医療機関と のと の間で、 新興感染症の
発生時等の対応を 行う 体制を 確保し ている 場合。
協力医療機関等と の間で新興感染症以外の一般的な感染症
の発生時等の対応を 取り 決める と と も に、 感染症の発生時
等に協力医療機関等と 連携し 適切に対応し ている 場合。
医療機関又は地域の医師会が定期的に行う 院内感染対策に
関する 研修又は訓練に１ 年に１ 回以上参加し ている 場合。

10円/月 20円/月 30円/月

高齢者施設等感染対策向上加算( Ⅱ)
診療報酬における 感染対策向上加算に係る 届出を 行っ た医
療機関から 、 ３ 年に１ 回以上施設内で感染者が発生し た場
合の感染制御等に係る 実地指導を 受けている 場合。

5円/月 10円/月 15円/月

新興感染症等施設療養費 入所者等が別に厚生労働大臣が定める 感染症※に感染し た
場合に相談対応、 診療、 入院調整等を 行う 医療機関を 確保
し 、 かつ、 当該感染症に感染し た入所者等に対し 、 適切な
感染対策を 行っ た上で該当する 介護サービ スを 行っ た場合

240円/日 480円/日 720円/日

（ 月１ 回、 連続する 5日を 限度）

( Ⅰ) ： 褥瘡発生リ スク 等について、 入所時に評価、 多職種
　 　 　 共同で計画を 作成、 3月に1回計画を 見直し 、 情報を
　 　 　 厚労省に提出し 情報を 活用し ている 場合

3円/月 6円/月 9円/月

( Ⅱ) ： 評価の結果、 褥瘡発生リ スク のある 入所者について
　 　 　 褥瘡の発生のないこ と

13円/月 26円/月 39円/月

介護
関係

排泄に介護を要する入所者に対し 、 多職種共同で支援計
画を作成、 その計画に基づき 支援し た場合

6月に1回評価、 3月に1回計画を見直し 、 情報を厚労省に
提出し 、 情報を活用し ている場合

330円/月

30円/月 45円/月

( 6月を限度） 40円/月 60円/月

評価の結果、 排せつの状態が改善すると と も にいずれも
悪化がない又はオムツ使用有から 使用なし に改善し てい
るこ と 　 ※（ Ⅲ） は又はのと こ ろ がかつ

入所者・ 利用者ごと の心身の状況等（ 加算（ Ⅱ） について
は心身、 疾病の状況等） の基本的な情報を 3ヶ 月に1回厚生
労働省に提出し 、 サービ ス提供に当たり 必要な情報を 活用
し ている 場合

80円/月 120円/月

120円/月 180円/月

口腔衛生管理加算（ Ⅰ） 歯科医師の指示を 受けた歯科衛生士が、 入所者に対し 、 口
腔ケアを 月２ 回以上行い、 介護職員に対し 技術的助言及び
指導を 行い、 介護職員から の相談等に必要に応じ 対応し た
場合

90円/月 180円/月 270円/月

（ Ⅰ） の要件に加え、 口腔衛生等の情報を 厚生労働省に提
出し 、 口腔衛生等の管理の実施に当たっ て必要な情報を 活
用し ている 場合

220円/月



1割

自立支援促進加算

安全対策体制加算

外泊時費用 362円/日

生産性向上推進体制加算（ Ⅱ）

日常生活品費

エプロン費

洗濯代

健康管理費

理美容代

600円/月 900円/月

1, 086円/日

その他の介護保健施設サービ ス費
負担割合

2割 3割

医師が入所者ごと に、 自立支援のために必要な医学的評
価を入所時に行い、 多職種連携し 支援計画を策定、 実
施、 3か月に1回は見直し 、 情報を厚労省に提出し 、 情報
を活用し ている場合

300円/月

外部の研修を受けた担当者が配置さ れ、 施設内に安全対
策部門を設置、 組織的に安全対策を実施する体制が整備
さ れている場合

（ 入所時に1回を限度）

利用時のみ

・ 利用者の安全、 介護サービ スの質の確保、 職員の負担軽
減に向けた方策を 検討する 委員会を 開催し 、 「 生産性向上
ガイ ド ラ イ ン 」 に基づく 業務改善にも 継続的に取り 組んで
いる こ と
・ 見守り 機器などのテク ノ ロ ジーを 1つ以上導入し ている こ
と
・ 1年ごと に1回、 業務改善の取り 組みによ る 効果を 示す
データ を オン ラ イ ン で提供する こ と

10円/月 20円/月 30円/月

20円/回 40円/回 60円/回

外泊時の施設サービス費の代替（ 月6回限度） 724円/日

月曜日( 2回/月) 顔そり のみ 1, 200円

実費

毎食時のおし ぼり 代 10円/食

毎食時・ おやつ時の使い捨てエプロン代（ 何枚でも ） 30円/日

委託業者へ依頼する場合

カ ッ ト ＋顔そり 2, 000円

実費

イ ンフ ルエンザ予防接種、 肺炎球菌ワク チン等 実費


	長期入所（2割・3割）

